
前提

台風等の自然災害の影響により、介護予防通所リハビリテーションまたは総合事業を提供して
いる事業所が休業し、利用者に対して、計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供でき
なかった場合には、当該利用者については、休業日を差し引いた日割り計算を行うこととする。
（利用者個人の取り扱い）

利用者都合
の休み

台風等の自然災害の影響により、事業所が休業したが、休業が決定する前から、その休業期間
のサービスは利用者都合で休む予定だった場合は月額包括報酬とする。
（休業の影響を受けなかったものとする）

振替
台風等の自然災害の影響で事業所が休業し、再開後、当月内の振替ができれば、その利用者は
月額包括報酬とする。

振替不可時
台風等の自然災害の影響による事業所休業に対する振替提案について、利用者の都合により
拒否があった場合は日割り算定する。
（休業の影響を受けたものとする）

定期休業日
の取り扱い

台風等の自然災害の影響による休業期間中の定期休業日は日割り算定の休業期間に含む。
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　標記取り扱いは、厚労省通知が発出された場合に限るとし、今後発出される厚労省通知に基づき
見直す場合があります。

台風等の自然災害に係る事業所休業時の日割り算定について


